
保安検査を受けなければならない期間が
令和２年６月１日から９月３０日の間である場合は、
下記のとおり検査期間を４ヶ月延長します。（※）

製造施設又は火薬庫の
保安検査

参照条文：火薬類取締法施行規則第４４条の２第2項～第５項

R2.９.３０R2.６.１

R1.８.15

延長措置の
適用モデル例

①保安検査証（又は完成
検査証）交付日

②前回の保安検査実施日

・前回の保安検査証（又は完成検査証）交付日（①）か
ら１１月以内に保安検査申請書を提出

・前回の保安検査日（②）から１年後に保安検査実施

R2.７.15

延長措置後の検査期限

R2.12.15

※今回の措置に関わらず、（可能であれば）通常通りの保安検査申請書提出期限までに申請書を
提出し、通常通りの保安検査実施期間に検査を受検することもできます。

延長措置の対象期間

４ヶ月延長

R2.８.15

R2.11.15

※保安検査申請書を提出しなければならない期限についても延長

保安検査申請書提出期限（１１月）

今回の延長措置後の保安検査申請書提出期限

今回の延長措置後の保安検査期間

保安検査実施期間（１年） ４ヶ月延長


